
税 第 3 9 0 号  

令和５年２月 22 日  

 

 ふるさと振興部学事振興課総括課長 様 

 

総務部税務課総括課長  

 

 

身体障害者等に係る自動車税（環境性能割・種別割）及び軽自動車税環境性能

割の課税免除の取扱いについて（依頼） 

 このことについて、身体障害者等が取得し、又は所有する自動車で、当該身体障害者等

が運転するもの又は当該身体障害者等の通学、通所、通院、通勤又は生業のため当該身体

障害者等と生計を一にする者（以下「生計同一者」という。）又は身体障害者等のみで構

成される世帯の当該身体障害者等を常時介護する者（以下「常時介護者」という。）が運

転するもので、一定の要件に該当するものについては、申請により自動車税（環境性能

割・種別割）を課税免除しているところですが、生計同一者又は常時介護者が運転する場

合における課税免除の要件及び申請時の添付書類の取扱いを下記のとおり改正しましたの

でお知らせします。 

 また、地方税法の規定により県が申告受付事務等を行っている県内市町村の軽自動車税

環境性能割に係る減免についても、適用日以降、同様に取扱います。 

 つきましては、この改正について、貴職より関係機関あて周知くださるよう御協力をお

願いします。 

記 

１ 改正内容 

 (１) 生計同一者が運転する場合 

 現 行 改正後 

回数要件 週１回以上又は月４回以上 継続して月１回以上 

添付書類 
証明書（生業以外）又は使用実績

書（生業） 
不要 ※ 

 

 

 

 

 

 



 (２) 常時介護者が運転する場合 

 現 行 改正後 

回数要件 
少なくとも１年以上の期間にわ

たり週３日以上 
継続して週３日以上 

添付書類 
証明書（生業以外）又は使用実績

書（生業）及び運行計画書 
不要 ※ 

※ 申請書に誓約文言を盛り込み、署名を求めるもの。 

 

２ 適用日 

  令和５年４月１日 

 

３ 学校等における影響について 

  令和５年度以降、児童・生徒である身体障害者等が通学する学校等における「通学証

明書」の発行が不要となります。 

 

４ その他 

  別添のとおり、本改正に係るリーフレットを作成しましたので、関係機関への周知等に

御活用願います。 
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